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を対象に、管路診断に基づき緊急度の高いものを抽
出し、更生工法により改築に合わせた耐震化、およ
びマンホール浮上防止対策等を行っている。
　同事業の前身制度である下水道地震対策緊急整備
計画として平成18年度に着手し、市内中心部の千
田・江波地区の枝線管路の耐震化やマンホールトイ
レを設置することで地震対策を推進し、さらに21年
度には緊急整備計画の残事業と対象地域の拡大や下
水道事業継続計画の策定を目指して総合地震対策計
画（計画期間：平成21～25年度）に事業継続して管
路施設の耐震機能の向上を推進している。さらに整
備を推進するため、24年度および27年度に計画期間
や事業量の計画変更を行い、事業を進めている。現
在の管路施設関連の事業内容は枝線管きょ耐震化工
事（管更生工法）が計１万 2060m（内径 250 ～
700mm）、幹線管きょ耐震化工事（管更生工法）計
5750m（内径800～2600mm）、マンホール浮上防止
対策37ヵ所を予定。概算事業費は39億2400万円。

◆下水道長寿命化計画
　下水道長寿命化計画は、合流区域に隣接する分流
区域の約2000haを対象とし、「庚午ほか14地区管路
施設」の名称で、布設から概ね30年以上経過した補
助対象管の老朽化対策を行っている。計画期間は平
成25～28年度。事業量は更生工法計3685m（内径
200～900mm）、布設替え計325mおよびマンホール
鉄蓋の取替え148ヵ所を予定。概算事業費は４億4200
万円。
　なお、国の長寿命化支援制度が方向転換し、ストッ
クマネジメント手法を踏まえた長寿命化計画の策定
を求めている。このため、市では当面の経過措置と
して、現行の長寿命化計画を平成31年度まで延伸
し、その後、このほど策定した中長期的な改築計画
（後記）を踏まえた長寿命化計画を策定し、改築・更
新を進めていくとしている。

◆下水道老朽管の緊急改築推進事業
　合流式下水道区域については、下水道総合地震対
策計画に基づき対策を進めてきたが、同事業の交付
要件に該当しない施設については財政上の制約から
改築事業が進捗していない状況だった。しかし、平
成24年度、国の「緊急老朽化対策事業」が新たに創
設されたことに伴い、「吉島地区」および「三篠ほか
５地区」で設置から50年以上が経過している管きょ
の条件に加えて主要な管きょの範囲に該当管きょを

選定し、25～26年度に改築工事を実施。さらに27
年度には「下水道老朽管の緊急改築推進事業」とし
て制度期間が延長され、交付要件が緩和されたこと
から、新たに「三篠ほか３地区」で50年以上経過管
を選定し、27～28年度に改築工事を実施することに
なった。事業内容は、枝線の更生工事が計4000m（内
径230～700mm）およびマンホール鉄蓋の取替え
195ヵ所を予定。概算事業費は４億6000万円。

中長期的な改築計画を策定

　前記の通り、市ではこれまで、老朽化が特に著し
い管きょを中心に改築を進めてきた。しかし、今後
は老朽管の急増に伴い改築事業量が急増する見通し
であり、道路陥没等の突発的な事故を防止するため
には、計画的、効率的に改築を実施していく必要が
ある。そのため、平成28年３月、「広島市下水道施
設における管きょの中長期的な改築計画」を策定し
た。
　計画策定にあたっては、老朽管を標準耐用年数で
改築すると、年度ごとに改築事業量に増減が生じ、
各年度で限られた財源で改築を行うことが困難にな
る。また、劣化状況は地質状況などにより一様では
なく、標準耐用年数を経ても劣化がない管きょがあ
る一方、一部の地域では標準耐用年数内でも劣化し
た管きょもある。そのため、管きょの劣化状況を踏
まえた劣化予測により、改築・更新が必要と判定さ
れた管きょに対して、不具合発生時のリスクから優
先順位をつけ、100年先の改築業量を予測し、それ
を基に今後40年間（平成28～67年度）の中長期的
な改築計画を策定した。事業実施にあたっては、４
年毎の財政収支計画に基づく長寿命化計画を策定す
ることとした。
　また、塩ビ系管きょおよび更生済みの管きょにつ
いては、当面劣化はないものと考え、60年後（塩ビ
管を本格採用した昭和51年度から100年後）から更
新計画を立てることとした。

◆改築必要事業量の算定
　改築必要事業量の算定にあたっては、まず、管きょ
の改築が必要となる劣化状況を「健全率50％」と定
義し、これに達するまでの経過年数を算定した。こ
のとき、硫化水素の発生等により劣化しやすい沿岸
部周辺を「腐食環境区域」、その他の区域を「一般環
境区域」とし、これまでの管きょ内調査の結果から、
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表１　管更生工事実績（区発注分を含む市全体）　単位：m

更生工法 開削工法 計
24年度 8,309 0 8,309
25年度 4,946 216 5,162
26年度 7,498 52 7,550
計 20,753 268 21,021

健全率が50％となるのは、「腐食環境区域」では55
年、「一般環境区域」では80年とした。その上で、
事業量予測を行った結果、平成27年度末現在の改築
必要事業量は約480kmで、今後毎年平均15km程度
増加し、100年間の累計で約2100kmとなった。

◆更新事業量の検討
　続いて更新事業量および下水道財政状況を踏まえ
た更新事業の平準化を検討した。
　このとき、①改築必要事業量480kmのうち、中心
市街地およびその周辺地区内の老朽化が著しく緊急
処置が必要な管きょ58kmについては、平成31年度
までに完了させる、②特に劣化が著しい「腐食環境
区域」にある管きょ190kmの改築を42年度までに、
過年度の累積改築必要事業量の改築を88年度までに
完了させる、などの条件で検討した。その結果、88
年度までに今後毎年15～30km更新することで、道
路陥没等のリスクを年々低減させ、事業量の平準化
により事業体制の大幅な変更を行なわずに塩ビ系管
きょの更新を継続して行うことが可能となった。

◆今後の事業展開
　今後、事業実施にあたっては、当面は浸水対策な
ど他事業にも事業費がかかる見通しのため、改築・
更新事業量を段階的に増やしていくこととした。具
体的には、平成27～31年度は15km/年、32～40年
度は20km/年、41～48年度は24km/年、48～88年
度は30km/年とした。
　また、整備時期を基準に３つのブロックにエリア
分けし、リスクの大きさ等を踏まえ順次整備してい
くこととした。当面は第１期整備ブロック（中心市
街地など初期に整備したエリア）の対策を優先して
進め、平成39年度を目標に終了させる。その後、第
２期整備ブロックの改築・更新工事を32～39年度、
第３期整備ブロックを40年度以降に行う。
　また、今回策定した中長期的な改築計画の具体的
な実施に向け、予防保全型の維持管理を前提に、中
長期的視点を踏まえた上でアセットマネジメントに
基づく維持管理計画の策定を進める。その上で、こ
の維持管理計画（Plan）に基づき、維持管理の実施
（Do）、評価（Check）、継続的な改善（Action）の
PDCAサイクルにより持続可能な下水道サービスの
維持をめざす。

管路更生工法の実績、採用の考え方等

◆更生工法の施工実績
　平成24～26年度の改築工事の実績（本庁・区発注
分の計）は表１の通り。更生工法は３ヵ年の合計で
約21km、開削工法は268mとなっている。
　改築工事の工法選定については、開削を原則とし
開削が困難な場所等で更生工法を採用することにし
ている。しかし、現在、改築工事を実施している場
所が都心部のため、多くが更生工法により行われて
いる。ただ、浅層埋設などで更生より開削のほうが
経済的に有利な場合、管きょの屈曲や段差等などで
更生工法では施工できない場合、排水区域を拡張す
る場合などで開削を実施している。なお、取付管は
すべて開削で実施している。
　更生工法の技術基準の特徴は、内径250～400mm
については自立管を指定。内径450～700mmは自立
管または複合管を選択できる。内径800mm以上は複
合管を指定している。複合管における残存強度は事
前に劣化度調査を行った上で特に指定しない場合を
除き50％としている。

◆更生工法のメリット、工法に対する期待
　市が考える更生工法のメリットは、「工期短縮、騒
音・振動が少なく周辺住民に対する影響が少ない」
など。また、「中心市街地では地下埋設物が多く、更
生工法に頼らざるを得ないケースも多い」としてい
る。
　一方、更生工法の課題としては、「歴史が浅い技術
であり、施工後10年後、20年後の評価が不明であ
り、今後独自に追跡調査を行っていきたいと考えて
いるが、業界としてもこうした長期的な品質確保に
向けた取り組みをし、情報公開をしてほしい」とし
ている。
　また、品確協主体の資格試験制度がスタートした
ことについては、「全国的に制度が一本化され、技術
水準の向上が期待できる」と評価している。


